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貸借対照表計上額
当期の損益に
含まれた評価差額 貸借対照表計上額

当期の損益に
含まれた評価差額 貸借対照表計上額

当期の損益に
含まれた評価差額

2025年9月末 2025年3月末 2024年9月末（参考）

売買目的有価証券 － － － － － －

１．売買目的有価証券

（単位：百万円）

種　類

国　　債
地 方 債
短期社債
社　　債
そ の 他
小　　計
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地 方 債
短期社債
社　　債
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貸借対照表
計上額 時　価 差　額
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貸借対照表
計上額 時　価 差　額

2025年9月末 2025年3月末 2024年9月末（参考）

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの
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２．満期保有目的の債券

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
　子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は市場価格のない株式等であるため、下記５．に記載しております。

（単位：百万円）

種　類

株　　式
債　　券
　国　債
　地方債
短期社債
　社　債
そ の 他
小　　計
株　　式
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　国　債
　地方債
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４．その他有価証券

（単位：百万円）

子会社・子法人等株式
関連法人等株式
非上場株式
組合出資金
労働金庫連合会出資金
　　　合　　計

2025年9月末 2025年3月末 2024年9月末（参考）
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8
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4,900
4,918

10
－
8
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4,400
4,418

10
－
8
－

4,400
4,418

５．市場価格のない株式等および組合出資金の主な内容および貸借対照表計上額

（注）
1．時価は、2025年9
月末における市場
価格等に基づいて
います。

2．社債には、政府保
証債、公社公団債、
金融債、事業債が
含まれます。

3．市場価格のない株
式等及び組合出資
金は本表には含め
ておりません。

（注）
1．貸借対照表計上額は、
2025年9月末にお
ける市場価格等に
基づく時価により
計上したものです。

2．社債には、政府保
証債、公社公団債、
金融債、事業債が
含まれます。

3．市場価格のない株
式等及び組合出資
金は本表には含め
ておりません。

〒760-0011　高松市浜ノ町72番3号　TEL.087-811-8000　FAX.087-811-8100
○本部フリーダイヤル 0120-505-690　○ろうきんダイレクトヘルプデスク 0120-459-690　○多重債務相談デスク 0120-174-690
ホームページ https://www.shikoku-rokin.or.jp

「ろうきん」と「銀行」
 どこが違うの？

目的が違います

ろうきんは、はたらく仲間が
つくった福祉金融機関です。

運営が違います

ろうきんは、営利を目的と
しない金融機関です。

運用が違います

ろうきんは、生活者本位に
考える金融機関です。

ろうきんは、労働組合や生活協同組合など
のはたらく仲間が、お互いを助け合うため
につくった協同組織の金融機関です。

ろうきんは、労働金庫法というルールに基
づいて、営利を目的とせず公平かつ民主的
に運営されています。

はたらく人からお預かりした資金は、はた
らく人たちの大切な共有財産として、はた
らく仲間とその家族の生活を守り、より豊
かにするために役立てられています。

四国労働金庫
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総与信残高
4,252億69百万円

開示債権については、次の指標を開示しています。これは、自己資本比率と同様に経営の健全性を計る指標になります。

0.77%
労働金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律ベースの債権区分による開示

32億67百万円
開示管理債権内訳区分 （単位：百万円）

1,672
106
65
41

2,984
420,377
423,365

1,209 1,234

1,725
160
114
45

3,120
417,952
421,073

項　目 2025年9月末
（概算）

2024年9月末
（概算）2025年3月末

破産更生債権及びこれら
に準ずる債権
危険債権
要管理債権
　三月以上延滞債権

小　　計
正常債権
合　　計

　貸出条件緩和債権

※個別項目及び％表示については単位未満を四捨五入しています。

1,748
230
193
37

3,267
422,002
425,269

1,289

2025年9月末 2025年3月末

38,859
84

38,775
343,209
11.29％

13,220
507

13,728

39,491
81

39,410
334,033
11.79％

12,853
507

13,361

１．自己資本の構成に関する主な開示事項
　　コア資本に係る基礎項目の額（イ）
　　コア資本に係る調整項目の額（ロ）
　　自己資本の額（（イ）－（ロ））（ハ）
　　リスク・アセット等の額の合計額（ニ）
　　自己資本比率（国内基準）（ハ）／（ニ）
２．定量的な開示事項
　　信用リスクに対する所要自己資本の額
　　オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額
　　単体総所要自己資本額等

（単位：百万円）

預金者別残高割合（2025年9月末）

　預金は、期首から4億38百万円（▲0.06
％）減少し、2025年9月末の残高は6,487
億83百万円となりました。当金庫の預金は、
右記の通り大部分が勤労者（個人）の皆様
からお預かりしたものです。団体預金は、
労働組合や生協、自治体等からお預かりし
たものです。

6,487億83百万円

※預金残高には、譲渡性預金の残高を含めています。 %は単位未満四捨五入

%は単位未満四捨五入

預金残高（2025年9月末）

4,249億57百万円
貸出金残高（2025年9月末）

貸出先別残高割合（2025年9月末）

個人
90％

団体
10％

個人
99％

団体
1％

自己資本比率の推移

自己資本比率（単体）

　自己資本比率とは、金融機関の経営の健全性を判断するための基準として法令により定められた指標です。貸出金などの総資産
（リスクアセット）に対して自己資本がどの程度の割合かを表し、比率が高いほど経営体力があるといえます。
　四国ろうきんのように、国内業務のみを行う金融機関の自己資本比率は、法令で4％以上（国内基準）であることが求められてい
ます。
　四国ろうきんの自己資本比率は11.79％となり、国内基準4％を大きく上回っています。

（注）当金庫では、9月期決算を法定
されておりませんが、内部規程
に基づき、3月末本決算に準じ
た仮決算を行っております。左
記2025年9月期の自己資本比率
は、この仮決算結果に基づいて
算定した概算値です。

　　

11.79%

※業務純益とは、一般事業会社の
「営業利益」に相当するもので、
資金の運用・調達、サービスの提
供など、金融機関の本来業務から
生じた利益のことです。

※経常利益とは、業務純益に貸出金
償却等の費用、株式等の売買損益
などを加減した利益で、金融機関
の通常業務による利益のことです。

※当期純利益とは、経常利益にその
年度限りの「特別利益」、「特別
損失」、税金等を加減した最終利
益です。

（注）2025年9月末の計数は、労働金庫法に基づく開示
項目及び労働金庫等に係る金融機能の再生のための
緊急措置に関する法律施行規則第2条に規定される
各債権区分により分類しております。

預金について

貸出金は、期首から19億15百万円（0.45
％）増加し、2025年9月末の残高は4,249
億57百万円となりました。貸出金の大部分
は、勤労者の住宅資金や自動車費、教育費
等に利用されています。団体の貸出先は、
主に自治体、公社、生協となっています。

貸出金について

開示債権について

有価証券の時価情報

自己資本比率について

　当期純利益は、6億31百万円となり、前
年同期に比べ1億9百万円の増益となりまし
た。

損益について

金額及び諸比率の表示方法のご案内
金額単位……
①特段の表記がない場合は、各表に表示した金額単位未満の端数を切り捨てて記載しています。
②小計、合計等の合算は、円単位まで算出し、単位未満を切り捨てて記載しています。したがって、内訳の合計と小計欄・合計欄が一致しない場合があります。
③該当する項目に計数がない場合は「－」、単位未満に計数がある場合は「0」で表示しています。
諸比率等……
特段の表記がない場合は、円単位の計数を使用して算出の上、小数点第3位以下を切り捨てし、第2位までを記載しています。
なお、官庁報告に係る諸比率等については、報告数値をそのまま記載しております。

１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは
破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由によって経営破綻に陥って
いる債務者に対する債権及びこれに準ずる債権のことです。

２．「危険債権」とは
債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約
に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生
債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権のことです。

３．「要管理債権」とは
上記の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」を除いた「三月以上延滞
債権」と「貸出条件緩和債権」の合計額のことです。

４．「三月以上延滞債権」とは
元本または利息の支払いが約定の支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破
産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。

５．「貸出条件緩和債権」とは
債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免や利息の支払猶予、元本の返済
猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及
びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金で
す。
貸し出したお金は回収されることを前提としている点で、「破産更生債権及びこれらに準
ずる債権」と異なります。

６．「正常債権」とは
債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権のことで、「破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。

自己資本比率の推移
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8億81百万円

4,207億77百万円

貸出金残高の推移
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4,249億57百万円4,230億41百万円
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6,500億
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6,487億83百万円
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6,492億22百万円
6,582億86百万円

2025年9月期　四国ろうきん　ミニディスクロージャー誌

なっとくガイド2025

当金庫の仮決算内容についてお知らせいたします。
この資料は、当金庫の決算経理規程に基づき作成しているものです。
労働金庫法第41条で定められた計算書類等ではありません。
この仮決算情報は、法的に義務付けられたものではありませんが、当金庫の直近の経営内容を皆さまに
ご理解いただくために、本決算と同様の基準により集計した結果を自主的に開示するものです。
※半期決算は法定されておりませんので、会計監査人監査の対象となっておりません。

2025年度上半期の
業績・四国ろうきんの健全性

2025年度上半期の業績

預金
について

損益
について

開示債権
について

自己資本比率
について

有価証券
の時価情報

貸出金
について



Shikoku
Labour Bank

Shikoku
Labour Bank

Shikoku
Labour Bank

Shikoku
Labour Bank

200-2025-014

（単位：百万円）

貸借対照表計上額
当期の損益に
含まれた評価差額 貸借対照表計上額

当期の損益に
含まれた評価差額 貸借対照表計上額

当期の損益に
含まれた評価差額

2025年9月末 2025年3月末 2024年9月末（参考）

売買目的有価証券 － － － － － －

１．売買目的有価証券
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２．満期保有目的の債券

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
　子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は市場価格のない株式等であるため、下記５．に記載しております。

（単位：百万円）

種　類

株　　式
債　　券
　国　債
　地方債
短期社債
　社　債
そ の 他
小　　計
株　　式
債　　券
　国　債
　地方債
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　社　債
そ の 他
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貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

2025年9月末 2025年3月末 2024年9月末（参考）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

合　　計

－
－
－
－
－
－

7,848
7,848
－

38,083
21,115

－
－

16,967
4,157
42,240
50,089

－
－
－
－
－
－

6,783
6,783
－

42,967
25,167

－
－

17,800
4,501
47,468
54,251

－
－
－
－
－
－

1,065
1,065
－

△ 4,884
△ 4,051

－
－

△ 832
△ 343
△ 5,227
△ 4,162

－
－
－
－
－
－

3,955
3,955
－

34,555
19,522

－
－

15,032
7,077
41,633
45,589

－
－
－
－
－
－

　3,674
　3,674

－
38,911
23,110

－
－

15,800
7,510
46,422
50,097

－
－
－
－
－
－
280
280
－

△4,355
△3,588

－
－

△767
△433
△4,788
△4,508

－
5,034
2,915
－
－

2,119
4,538
9,573
－

29,124
15,327

－
－

13,797
6,420
35,545
45,119

－
4,997
2,897
－
－

2,100
4,174
9,171
－

31,954
17,752

－
－

14,201
6,709
38,664
47,835

－
37
18
－
－
19
364
402
－

△ 2,829
△ 2,424

－
－

△ 404
△ 288
△ 3,118
△ 2,715

４．その他有価証券

（単位：百万円）

子会社・子法人等株式
関連法人等株式
非上場株式
組合出資金
労働金庫連合会出資金
　　　合　　計

2025年9月末 2025年3月末 2024年9月末（参考）

10
－
8
－

4,900
4,918

10
－
8
－

4,400
4,418

10
－
8
－

4,400
4,418

５．市場価格のない株式等および組合出資金の主な内容および貸借対照表計上額

（注）
1．時価は、2025年9
月末における市場
価格等に基づいて
います。

2．社債には、政府保
証債、公社公団債、
金融債、事業債が
含まれます。

3．市場価格のない株
式等及び組合出資
金は本表には含め
ておりません。

（注）
1．貸借対照表計上額は、
2025年9月末にお
ける市場価格等に
基づく時価により
計上したものです。

2．社債には、政府保
証債、公社公団債、
金融債、事業債が
含まれます。

3．市場価格のない株
式等及び組合出資
金は本表には含め
ておりません。

〒760-0011　高松市浜ノ町72番3号　TEL.087-811-8000　FAX.087-811-8100
○本部フリーダイヤル 0120-505-690　○ろうきんダイレクトヘルプデスク 0120-459-690　○多重債務相談デスク 0120-174-690
ホームページ https://www.shikoku-rokin.or.jp

「ろうきん」と「銀行」
 どこが違うの？

目的が違います

ろうきんは、はたらく仲間が
つくった福祉金融機関です。

運営が違います

ろうきんは、営利を目的と
しない金融機関です。

運用が違います

ろうきんは、生活者本位に
考える金融機関です。

ろうきんは、労働組合や生活協同組合など
のはたらく仲間が、お互いを助け合うため
につくった協同組織の金融機関です。

ろうきんは、労働金庫法というルールに基
づいて、営利を目的とせず公平かつ民主的
に運営されています。

はたらく人からお預かりした資金は、はた
らく人たちの大切な共有財産として、はた
らく仲間とその家族の生活を守り、より豊
かにするために役立てられています。

四国労働金庫

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

総与信残高
4,252億69百万円

開示債権については、次の指標を開示しています。これは、自己資本比率と同様に経営の健全性を計る指標になります。

0.77%
労働金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律ベースの債権区分による開示

32億67百万円
開示管理債権内訳区分 （単位：百万円）

1,672
106
65
41

2,984
420,377
423,365

1,209 1,234

1,725
160
114
45

3,120
417,952
421,073

項　目 2025年9月末
（概算）

2024年9月末
（概算）2025年3月末

破産更生債権及びこれら
に準ずる債権
危険債権
要管理債権
　三月以上延滞債権

小　　計
正常債権
合　　計

　貸出条件緩和債権

※個別項目及び％表示については単位未満を四捨五入しています。

1,748
230
193
37

3,267
422,002
425,269

1,289

2025年9月末 2025年3月末

38,859
84

38,775
343,209
11.29％

13,220
507

13,728

39,491
81

39,410
334,033
11.79％

12,853
507

13,361

１．自己資本の構成に関する主な開示事項
　　コア資本に係る基礎項目の額（イ）
　　コア資本に係る調整項目の額（ロ）
　　自己資本の額（（イ）－（ロ））（ハ）
　　リスク・アセット等の額の合計額（ニ）
　　自己資本比率（国内基準）（ハ）／（ニ）
２．定量的な開示事項
　　信用リスクに対する所要自己資本の額
　　オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額
　　単体総所要自己資本額等

（単位：百万円）

預金者別残高割合（2025年9月末）

　預金は、期首から4億38百万円（▲0.06
％）減少し、2025年9月末の残高は6,487
億83百万円となりました。当金庫の預金は、
右記の通り大部分が勤労者（個人）の皆様
からお預かりしたものです。団体預金は、
労働組合や生協、自治体等からお預かりし
たものです。

6,487億83百万円

※預金残高には、譲渡性預金の残高を含めています。 %は単位未満四捨五入

%は単位未満四捨五入

預金残高（2025年9月末）

4,249億57百万円
貸出金残高（2025年9月末）

貸出先別残高割合（2025年9月末）

個人
90％

団体
10％

個人
99％

団体
1％

自己資本比率の推移

自己資本比率（単体）

　自己資本比率とは、金融機関の経営の健全性を判断するための基準として法令により定められた指標です。貸出金などの総資産
（リスクアセット）に対して自己資本がどの程度の割合かを表し、比率が高いほど経営体力があるといえます。
　四国ろうきんのように、国内業務のみを行う金融機関の自己資本比率は、法令で4％以上（国内基準）であることが求められてい
ます。
　四国ろうきんの自己資本比率は11.79％となり、国内基準4％を大きく上回っています。

（注）当金庫では、9月期決算を法定
されておりませんが、内部規程
に基づき、3月末本決算に準じ
た仮決算を行っております。左
記2025年9月期の自己資本比率
は、この仮決算結果に基づいて
算定した概算値です。

　　

11.79%

※業務純益とは、一般事業会社の
「営業利益」に相当するもので、
資金の運用・調達、サービスの提
供など、金融機関の本来業務から
生じた利益のことです。

※経常利益とは、業務純益に貸出金
償却等の費用、株式等の売買損益
などを加減した利益で、金融機関
の通常業務による利益のことです。

※当期純利益とは、経常利益にその
年度限りの「特別利益」、「特別
損失」、税金等を加減した最終利
益です。

（注）2025年9月末の計数は、労働金庫法に基づく開示
項目及び労働金庫等に係る金融機能の再生のための
緊急措置に関する法律施行規則第2条に規定される
各債権区分により分類しております。

預金について

貸出金は、期首から19億15百万円（0.45
％）増加し、2025年9月末の残高は4,249
億57百万円となりました。貸出金の大部分
は、勤労者の住宅資金や自動車費、教育費
等に利用されています。団体の貸出先は、
主に自治体、公社、生協となっています。

貸出金について

開示債権について

有価証券の時価情報

自己資本比率について

　当期純利益は、6億31百万円となり、前
年同期に比べ1億9百万円の増益となりまし
た。

損益について

金額及び諸比率の表示方法のご案内
金額単位……
①特段の表記がない場合は、各表に表示した金額単位未満の端数を切り捨てて記載しています。
②小計、合計等の合算は、円単位まで算出し、単位未満を切り捨てて記載しています。したがって、内訳の合計と小計欄・合計欄が一致しない場合があります。
③該当する項目に計数がない場合は「－」、単位未満に計数がある場合は「0」で表示しています。
諸比率等……
特段の表記がない場合は、円単位の計数を使用して算出の上、小数点第3位以下を切り捨てし、第2位までを記載しています。
なお、官庁報告に係る諸比率等については、報告数値をそのまま記載しております。

１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは
破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由によって経営破綻に陥って
いる債務者に対する債権及びこれに準ずる債権のことです。

２．「危険債権」とは
債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約
に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生
債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権のことです。

３．「要管理債権」とは
上記の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」を除いた「三月以上延滞
債権」と「貸出条件緩和債権」の合計額のことです。

４．「三月以上延滞債権」とは
元本または利息の支払いが約定の支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破
産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。

５．「貸出条件緩和債権」とは
債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免や利息の支払猶予、元本の返済
猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及
びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金で
す。
貸し出したお金は回収されることを前提としている点で、「破産更生債権及びこれらに準
ずる債権」と異なります。

６．「正常債権」とは
債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権のことで、「破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。

自己資本比率の推移

0

4.00

8.00

12.00
（％）

11.29％ 11.79％

10.32％

2024年
9月末

2025年
3月末

2025年
9月末

国内基準

10億

5億

7億32百万円

経常利益の推移業務純益の推移 当期純利益の推移

2024年9月末 2024年9月末 2024年9月末2025年9月末 2025年9月末

5億22百万円

2025年9月末

6億31百万円
7億1百万円

7億78百万円
8億81百万円

4,207億77百万円

貸出金残高の推移

4,000億

3,500億

2025年3月末2024年9月末 2025年9月末

4,249億57百万円4,230億41百万円

預金残高の推移

6,500億

6,000億

2025年3月末2024年9月末

6,487億83百万円

2025年9月末

6,492億22百万円
6,582億86百万円

2025年9月期　四国ろうきん　ミニディスクロージャー誌

なっとくガイド2025

当金庫の仮決算内容についてお知らせいたします。
この資料は、当金庫の決算経理規程に基づき作成しているものです。
労働金庫法第41条で定められた計算書類等ではありません。
この仮決算情報は、法的に義務付けられたものではありませんが、当金庫の直近の経営内容を皆さまに
ご理解いただくために、本決算と同様の基準により集計した結果を自主的に開示するものです。
※半期決算は法定されておりませんので、会計監査人監査の対象となっておりません。

2025年度上半期の
業績・四国ろうきんの健全性

2025年度上半期の業績

預金
について

損益
について

開示債権
について

自己資本比率
について

有価証券
の時価情報

貸出金
について



Shikoku
Labour Bank

Shikoku
Labour Bank

Shikoku
Labour Bank

Shikoku
Labour Bank

200-2025-014

（単位：百万円）

貸借対照表計上額
当期の損益に
含まれた評価差額 貸借対照表計上額

当期の損益に
含まれた評価差額 貸借対照表計上額

当期の損益に
含まれた評価差額

2025年9月末 2025年3月末 2024年9月末（参考）

売買目的有価証券 － － － － － －

１．売買目的有価証券

（単位：百万円）

種　類

国　　債
地 方 債
短期社債
社　　債
そ の 他
小　　計
国　　債
地 方 債
短期社債
社　　債
そ の 他
小　　計

貸借対照表
計上額 時　価 差　額

貸借対照表
計上額 時　価 差　額

貸借対照表
計上額 時　価 差　額

2025年9月末 2025年3月末 2024年9月末（参考）

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの

合　　計

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

２．満期保有目的の債券

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
　子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は市場価格のない株式等であるため、下記５．に記載しております。

（単位：百万円）

種　類

株　　式
債　　券
　国　債
　地方債
短期社債
　社　債
そ の 他
小　　計
株　　式
債　　券
　国　債
　地方債
短期社債
　社　債
そ の 他
小　　計

貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

2025年9月末 2025年3月末 2024年9月末（参考）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

合　　計

－
－
－
－
－
－

7,848
7,848
－

38,083
21,115

－
－

16,967
4,157
42,240
50,089

－
－
－
－
－
－

6,783
6,783
－

42,967
25,167

－
－

17,800
4,501
47,468
54,251

－
－
－
－
－
－

1,065
1,065
－

△ 4,884
△ 4,051

－
－

△ 832
△ 343
△ 5,227
△ 4,162

－
－
－
－
－
－

3,955
3,955
－

34,555
19,522

－
－

15,032
7,077
41,633
45,589

－
－
－
－
－
－

　3,674
　3,674

－
38,911
23,110

－
－

15,800
7,510
46,422
50,097

－
－
－
－
－
－
280
280
－

△4,355
△3,588

－
－

△767
△433
△4,788
△4,508

－
5,034
2,915
－
－

2,119
4,538
9,573
－

29,124
15,327

－
－

13,797
6,420
35,545
45,119

－
4,997
2,897
－
－

2,100
4,174
9,171
－

31,954
17,752

－
－

14,201
6,709
38,664
47,835

－
37
18
－
－
19
364
402
－

△ 2,829
△ 2,424

－
－

△ 404
△ 288
△ 3,118
△ 2,715

４．その他有価証券

（単位：百万円）

子会社・子法人等株式
関連法人等株式
非上場株式
組合出資金
労働金庫連合会出資金
　　　合　　計

2025年9月末 2025年3月末 2024年9月末（参考）

10
－
8
－

4,900
4,918

10
－
8
－

4,400
4,418

10
－
8
－

4,400
4,418

５．市場価格のない株式等および組合出資金の主な内容および貸借対照表計上額

（注）
1．時価は、2025年9
月末における市場
価格等に基づいて
います。

2．社債には、政府保
証債、公社公団債、
金融債、事業債が
含まれます。

3．市場価格のない株
式等及び組合出資
金は本表には含め
ておりません。

（注）
1．貸借対照表計上額は、
2025年9月末にお
ける市場価格等に
基づく時価により
計上したものです。

2．社債には、政府保
証債、公社公団債、
金融債、事業債が
含まれます。

3．市場価格のない株
式等及び組合出資
金は本表には含め
ておりません。

〒760-0011　高松市浜ノ町72番3号　TEL.087-811-8000　FAX.087-811-8100
○本部フリーダイヤル 0120-505-690　○ろうきんダイレクトヘルプデスク 0120-459-690　○多重債務相談デスク 0120-174-690
ホームページ https://www.shikoku-rokin.or.jp

「ろうきん」と「銀行」
 どこが違うの？

目的が違います

ろうきんは、はたらく仲間が
つくった福祉金融機関です。

運営が違います

ろうきんは、営利を目的と
しない金融機関です。

運用が違います

ろうきんは、生活者本位に
考える金融機関です。

ろうきんは、労働組合や生活協同組合など
のはたらく仲間が、お互いを助け合うため
につくった協同組織の金融機関です。

ろうきんは、労働金庫法というルールに基
づいて、営利を目的とせず公平かつ民主的
に運営されています。

はたらく人からお預かりした資金は、はた
らく人たちの大切な共有財産として、はた
らく仲間とその家族の生活を守り、より豊
かにするために役立てられています。

四国労働金庫

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

総与信残高
4,252億69百万円

開示債権については、次の指標を開示しています。これは、自己資本比率と同様に経営の健全性を計る指標になります。

0.77%
労働金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律ベースの債権区分による開示

32億67百万円
開示管理債権内訳区分 （単位：百万円）

1,672
106
65
41

2,984
420,377
423,365

1,209 1,234

1,725
160
114
45

3,120
417,952
421,073

項　目 2025年9月末
（概算）

2024年9月末
（概算）2025年3月末

破産更生債権及びこれら
に準ずる債権
危険債権
要管理債権
　三月以上延滞債権

小　　計
正常債権
合　　計

　貸出条件緩和債権

※個別項目及び％表示については単位未満を四捨五入しています。

1,748
230
193
37

3,267
422,002
425,269

1,289

2025年9月末 2025年3月末

38,859
84

38,775
343,209
11.29％

13,220
507

13,728

39,491
81

39,410
334,033
11.79％

12,853
507

13,361

１．自己資本の構成に関する主な開示事項
　　コア資本に係る基礎項目の額（イ）
　　コア資本に係る調整項目の額（ロ）
　　自己資本の額（（イ）－（ロ））（ハ）
　　リスク・アセット等の額の合計額（ニ）
　　自己資本比率（国内基準）（ハ）／（ニ）
２．定量的な開示事項
　　信用リスクに対する所要自己資本の額
　　オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額
　　単体総所要自己資本額等

（単位：百万円）

預金者別残高割合（2025年9月末）

　預金は、期首から4億38百万円（▲0.06
％）減少し、2025年9月末の残高は6,487
億83百万円となりました。当金庫の預金は、
右記の通り大部分が勤労者（個人）の皆様
からお預かりしたものです。団体預金は、
労働組合や生協、自治体等からお預かりし
たものです。

6,487億83百万円

※預金残高には、譲渡性預金の残高を含めています。 %は単位未満四捨五入

%は単位未満四捨五入

預金残高（2025年9月末）

4,249億57百万円
貸出金残高（2025年9月末）

貸出先別残高割合（2025年9月末）

個人
90％

団体
10％

個人
99％

団体
1％

自己資本比率の推移

自己資本比率（単体）

　自己資本比率とは、金融機関の経営の健全性を判断するための基準として法令により定められた指標です。貸出金などの総資産
（リスクアセット）に対して自己資本がどの程度の割合かを表し、比率が高いほど経営体力があるといえます。
　四国ろうきんのように、国内業務のみを行う金融機関の自己資本比率は、法令で4％以上（国内基準）であることが求められてい
ます。
　四国ろうきんの自己資本比率は11.79％となり、国内基準4％を大きく上回っています。

（注）当金庫では、9月期決算を法定
されておりませんが、内部規程
に基づき、3月末本決算に準じ
た仮決算を行っております。左
記2025年9月期の自己資本比率
は、この仮決算結果に基づいて
算定した概算値です。

　　

11.79%

※業務純益とは、一般事業会社の
「営業利益」に相当するもので、
資金の運用・調達、サービスの提
供など、金融機関の本来業務から
生じた利益のことです。

※経常利益とは、業務純益に貸出金
償却等の費用、株式等の売買損益
などを加減した利益で、金融機関
の通常業務による利益のことです。

※当期純利益とは、経常利益にその
年度限りの「特別利益」、「特別
損失」、税金等を加減した最終利
益です。

（注）2025年9月末の計数は、労働金庫法に基づく開示
項目及び労働金庫等に係る金融機能の再生のための
緊急措置に関する法律施行規則第2条に規定される
各債権区分により分類しております。

預金について

貸出金は、期首から19億15百万円（0.45
％）増加し、2025年9月末の残高は4,249
億57百万円となりました。貸出金の大部分
は、勤労者の住宅資金や自動車費、教育費
等に利用されています。団体の貸出先は、
主に自治体、公社、生協となっています。

貸出金について

開示債権について

有価証券の時価情報

自己資本比率について

　当期純利益は、6億31百万円となり、前
年同期に比べ1億9百万円の増益となりまし
た。

損益について

金額及び諸比率の表示方法のご案内
金額単位……
①特段の表記がない場合は、各表に表示した金額単位未満の端数を切り捨てて記載しています。
②小計、合計等の合算は、円単位まで算出し、単位未満を切り捨てて記載しています。したがって、内訳の合計と小計欄・合計欄が一致しない場合があります。
③該当する項目に計数がない場合は「－」、単位未満に計数がある場合は「0」で表示しています。
諸比率等……
特段の表記がない場合は、円単位の計数を使用して算出の上、小数点第3位以下を切り捨てし、第2位までを記載しています。
なお、官庁報告に係る諸比率等については、報告数値をそのまま記載しております。

１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは
破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由によって経営破綻に陥って
いる債務者に対する債権及びこれに準ずる債権のことです。

２．「危険債権」とは
債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約
に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生
債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権のことです。

３．「要管理債権」とは
上記の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」を除いた「三月以上延滞
債権」と「貸出条件緩和債権」の合計額のことです。

４．「三月以上延滞債権」とは
元本または利息の支払いが約定の支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破
産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。

５．「貸出条件緩和債権」とは
債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免や利息の支払猶予、元本の返済
猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及
びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金で
す。
貸し出したお金は回収されることを前提としている点で、「破産更生債権及びこれらに準
ずる債権」と異なります。

６．「正常債権」とは
債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権のことで、「破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。

自己資本比率の推移

0

4.00

8.00

12.00
（％）

11.29％ 11.79％

10.32％

2024年
9月末

2025年
3月末

2025年
9月末

国内基準

10億

5億

7億32百万円

経常利益の推移業務純益の推移 当期純利益の推移

2024年9月末 2024年9月末 2024年9月末2025年9月末 2025年9月末

5億22百万円

2025年9月末

6億31百万円
7億1百万円

7億78百万円
8億81百万円

4,207億77百万円

貸出金残高の推移

4,000億

3,500億

2025年3月末2024年9月末 2025年9月末

4,249億57百万円4,230億41百万円

預金残高の推移

6,500億

6,000億

2025年3月末2024年9月末

6,487億83百万円

2025年9月末

6,492億22百万円
6,582億86百万円

2025年9月期　四国ろうきん　ミニディスクロージャー誌

なっとくガイド2025

当金庫の仮決算内容についてお知らせいたします。
この資料は、当金庫の決算経理規程に基づき作成しているものです。
労働金庫法第41条で定められた計算書類等ではありません。
この仮決算情報は、法的に義務付けられたものではありませんが、当金庫の直近の経営内容を皆さまに
ご理解いただくために、本決算と同様の基準により集計した結果を自主的に開示するものです。
※半期決算は法定されておりませんので、会計監査人監査の対象となっておりません。

2025年度上半期の
業績・四国ろうきんの健全性

2025年度上半期の業績

預金
について

損益
について

開示債権
について

自己資本比率
について

有価証券
の時価情報

貸出金
について



Shikoku
Labour Bank

Shikoku
Labour Bank

Shikoku
Labour Bank

Shikoku
Labour Bank

200-2025-014

（単位：百万円）

貸借対照表計上額
当期の損益に
含まれた評価差額 貸借対照表計上額

当期の損益に
含まれた評価差額 貸借対照表計上額

当期の損益に
含まれた評価差額

2025年9月末 2025年3月末 2024年9月末（参考）

売買目的有価証券 － － － － － －

１．売買目的有価証券

（単位：百万円）

種　類

国　　債
地 方 債
短期社債
社　　債
そ の 他
小　　計
国　　債
地 方 債
短期社債
社　　債
そ の 他
小　　計

貸借対照表
計上額 時　価 差　額

貸借対照表
計上額 時　価 差　額

貸借対照表
計上額 時　価 差　額

2025年9月末 2025年3月末 2024年9月末（参考）

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの

合　　計

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

２．満期保有目的の債券

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
　子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は市場価格のない株式等であるため、下記５．に記載しております。

（単位：百万円）

種　類

株　　式
債　　券
　国　債
　地方債
短期社債
　社　債
そ の 他
小　　計
株　　式
債　　券
　国　債
　地方債
短期社債
　社　債
そ の 他
小　　計

貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

2025年9月末 2025年3月末 2024年9月末（参考）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

合　　計

－
－
－
－
－
－

7,848
7,848
－

38,083
21,115

－
－

16,967
4,157
42,240
50,089

－
－
－
－
－
－

6,783
6,783
－

42,967
25,167

－
－

17,800
4,501
47,468
54,251

－
－
－
－
－
－

1,065
1,065
－

△ 4,884
△ 4,051

－
－

△ 832
△ 343
△ 5,227
△ 4,162

－
－
－
－
－
－

3,955
3,955
－

34,555
19,522

－
－

15,032
7,077
41,633
45,589

－
－
－
－
－
－

　3,674
　3,674

－
38,911
23,110

－
－

15,800
7,510
46,422
50,097

－
－
－
－
－
－
280
280
－

△4,355
△3,588

－
－

△767
△433
△4,788
△4,508

－
5,034
2,915
－
－

2,119
4,538
9,573
－

29,124
15,327

－
－

13,797
6,420
35,545
45,119

－
4,997
2,897
－
－

2,100
4,174
9,171
－

31,954
17,752

－
－

14,201
6,709
38,664
47,835

－
37
18
－
－
19
364
402
－

△ 2,829
△ 2,424

－
－

△ 404
△ 288
△ 3,118
△ 2,715

４．その他有価証券

（単位：百万円）

子会社・子法人等株式
関連法人等株式
非上場株式
組合出資金
労働金庫連合会出資金
　　　合　　計

2025年9月末 2025年3月末 2024年9月末（参考）

10
－
8
－

4,900
4,918

10
－
8
－

4,400
4,418

10
－
8
－

4,400
4,418

５．市場価格のない株式等および組合出資金の主な内容および貸借対照表計上額

（注）
1．時価は、2025年9
月末における市場
価格等に基づいて
います。

2．社債には、政府保
証債、公社公団債、
金融債、事業債が
含まれます。

3．市場価格のない株
式等及び組合出資
金は本表には含め
ておりません。

（注）
1．貸借対照表計上額は、
2025年9月末にお
ける市場価格等に
基づく時価により
計上したものです。

2．社債には、政府保
証債、公社公団債、
金融債、事業債が
含まれます。

3．市場価格のない株
式等及び組合出資
金は本表には含め
ておりません。

〒760-0011　高松市浜ノ町72番3号　TEL.087-811-8000　FAX.087-811-8100
○本部フリーダイヤル 0120-505-690　○ろうきんダイレクトヘルプデスク 0120-459-690　○多重債務相談デスク 0120-174-690
ホームページ https://www.shikoku-rokin.or.jp

「ろうきん」と「銀行」
 どこが違うの？

目的が違います

ろうきんは、はたらく仲間が
つくった福祉金融機関です。

運営が違います

ろうきんは、営利を目的と
しない金融機関です。

運用が違います

ろうきんは、生活者本位に
考える金融機関です。

ろうきんは、労働組合や生活協同組合など
のはたらく仲間が、お互いを助け合うため
につくった協同組織の金融機関です。

ろうきんは、労働金庫法というルールに基
づいて、営利を目的とせず公平かつ民主的
に運営されています。

はたらく人からお預かりした資金は、はた
らく人たちの大切な共有財産として、はた
らく仲間とその家族の生活を守り、より豊
かにするために役立てられています。

四国労働金庫

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

総与信残高
4,252億69百万円

開示債権については、次の指標を開示しています。これは、自己資本比率と同様に経営の健全性を計る指標になります。

0.77%
労働金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律ベースの債権区分による開示

32億67百万円
開示管理債権内訳区分 （単位：百万円）

1,672
106
65
41

2,984
420,377
423,365

1,209 1,234

1,725
160
114
45

3,120
417,952
421,073

項　目 2025年9月末
（概算）

2024年9月末
（概算）2025年3月末

破産更生債権及びこれら
に準ずる債権
危険債権
要管理債権
　三月以上延滞債権

小　　計
正常債権
合　　計

　貸出条件緩和債権

※個別項目及び％表示については単位未満を四捨五入しています。

1,748
230
193
37

3,267
422,002
425,269

1,289

2025年9月末 2025年3月末

38,859
84

38,775
343,209
11.29％

13,220
507

13,728

39,491
81

39,410
334,033
11.79％

12,853
507

13,361

１．自己資本の構成に関する主な開示事項
　　コア資本に係る基礎項目の額（イ）
　　コア資本に係る調整項目の額（ロ）
　　自己資本の額（（イ）－（ロ））（ハ）
　　リスク・アセット等の額の合計額（ニ）
　　自己資本比率（国内基準）（ハ）／（ニ）
２．定量的な開示事項
　　信用リスクに対する所要自己資本の額
　　オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額
　　単体総所要自己資本額等

（単位：百万円）

預金者別残高割合（2025年9月末）

　預金は、期首から4億38百万円（▲0.06
％）減少し、2025年9月末の残高は6,487
億83百万円となりました。当金庫の預金は、
右記の通り大部分が勤労者（個人）の皆様
からお預かりしたものです。団体預金は、
労働組合や生協、自治体等からお預かりし
たものです。

6,487億83百万円

※預金残高には、譲渡性預金の残高を含めています。 %は単位未満四捨五入

%は単位未満四捨五入

預金残高（2025年9月末）

4,249億57百万円
貸出金残高（2025年9月末）

貸出先別残高割合（2025年9月末）

個人
90％

団体
10％

個人
99％

団体
1％

自己資本比率の推移

自己資本比率（単体）

　自己資本比率とは、金融機関の経営の健全性を判断するための基準として法令により定められた指標です。貸出金などの総資産
（リスクアセット）に対して自己資本がどの程度の割合かを表し、比率が高いほど経営体力があるといえます。
　四国ろうきんのように、国内業務のみを行う金融機関の自己資本比率は、法令で4％以上（国内基準）であることが求められてい
ます。
　四国ろうきんの自己資本比率は11.79％となり、国内基準4％を大きく上回っています。

（注）当金庫では、9月期決算を法定
されておりませんが、内部規程
に基づき、3月末本決算に準じ
た仮決算を行っております。左
記2025年9月期の自己資本比率
は、この仮決算結果に基づいて
算定した概算値です。

　　

11.79%

※業務純益とは、一般事業会社の
「営業利益」に相当するもので、
資金の運用・調達、サービスの提
供など、金融機関の本来業務から
生じた利益のことです。

※経常利益とは、業務純益に貸出金
償却等の費用、株式等の売買損益
などを加減した利益で、金融機関
の通常業務による利益のことです。

※当期純利益とは、経常利益にその
年度限りの「特別利益」、「特別
損失」、税金等を加減した最終利
益です。

（注）2025年9月末の計数は、労働金庫法に基づく開示
項目及び労働金庫等に係る金融機能の再生のための
緊急措置に関する法律施行規則第2条に規定される
各債権区分により分類しております。

預金について

貸出金は、期首から19億15百万円（0.45
％）増加し、2025年9月末の残高は4,249
億57百万円となりました。貸出金の大部分
は、勤労者の住宅資金や自動車費、教育費
等に利用されています。団体の貸出先は、
主に自治体、公社、生協となっています。

貸出金について

開示債権について

有価証券の時価情報

自己資本比率について

　当期純利益は、6億31百万円となり、前
年同期に比べ1億9百万円の増益となりまし
た。

損益について

金額及び諸比率の表示方法のご案内
金額単位……
①特段の表記がない場合は、各表に表示した金額単位未満の端数を切り捨てて記載しています。
②小計、合計等の合算は、円単位まで算出し、単位未満を切り捨てて記載しています。したがって、内訳の合計と小計欄・合計欄が一致しない場合があります。
③該当する項目に計数がない場合は「－」、単位未満に計数がある場合は「0」で表示しています。
諸比率等……
特段の表記がない場合は、円単位の計数を使用して算出の上、小数点第3位以下を切り捨てし、第2位までを記載しています。
なお、官庁報告に係る諸比率等については、報告数値をそのまま記載しております。

１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは
破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由によって経営破綻に陥って
いる債務者に対する債権及びこれに準ずる債権のことです。

２．「危険債権」とは
債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約
に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生
債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権のことです。

３．「要管理債権」とは
上記の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」を除いた「三月以上延滞
債権」と「貸出条件緩和債権」の合計額のことです。

４．「三月以上延滞債権」とは
元本または利息の支払いが約定の支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破
産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。

５．「貸出条件緩和債権」とは
債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免や利息の支払猶予、元本の返済
猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及
びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金で
す。
貸し出したお金は回収されることを前提としている点で、「破産更生債権及びこれらに準
ずる債権」と異なります。

６．「正常債権」とは
債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権のことで、「破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。

自己資本比率の推移
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10億

5億

7億32百万円

経常利益の推移業務純益の推移 当期純利益の推移

2024年9月末 2024年9月末 2024年9月末2025年9月末 2025年9月末

5億22百万円

2025年9月末

6億31百万円
7億1百万円

7億78百万円
8億81百万円

4,207億77百万円

貸出金残高の推移

4,000億
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2025年3月末2024年9月末 2025年9月末

4,249億57百万円4,230億41百万円

預金残高の推移
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6,487億83百万円
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2025年9月期　四国ろうきん　ミニディスクロージャー誌

なっとくガイド2025

当金庫の仮決算内容についてお知らせいたします。
この資料は、当金庫の決算経理規程に基づき作成しているものです。
労働金庫法第41条で定められた計算書類等ではありません。
この仮決算情報は、法的に義務付けられたものではありませんが、当金庫の直近の経営内容を皆さまに
ご理解いただくために、本決算と同様の基準により集計した結果を自主的に開示するものです。
※半期決算は法定されておりませんので、会計監査人監査の対象となっておりません。

2025年度上半期の
業績・四国ろうきんの健全性

2025年度上半期の業績

預金
について

損益
について

開示債権
について

自己資本比率
について

有価証券
の時価情報

貸出金
について


